	提案基準６ 社寺、仏閣及び納骨堂の取扱いについて

	基本事項
	申請者
	住所
	

	
	
	氏名
	

	
	申請場所
	

	
	敷地面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡

	
	用　　途
	

	
	延べ面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡　

	適用の範囲
	□　当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施設であること。

□　施設の種類は、鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等の他、宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設及びこれに附属する社務所、くり等であること。（宿泊施設不可）

□　当該市街化調整区域の住民の宗教的生活を対象とした施設として、過大でないこと。

	添付図書
	□　宗教法人の登記事項証明書

□　宗教法人に議決機関がある場合は、社寺、仏閣及び納骨堂を建築することを決議した宗教法人の議決機関の議事録

□　予定建築物の平面図、立面図



	備考

	・□にチェックを入れてください。
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